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厚生労働省 医政局地域医療計画課

医師確保計画策定ガイドラインの見直しの方向性

第2回医療政策研修会及び地域医療構想アドバイザー会議

令和４年度第 2回医療政策研修会
第2回地域医療構想アドバイザー会議

令 和 5 年 1 月 2 0 日

資料

13



目次

2

１．医師確保計画について

２．医師確保計画策定ガイドラインの見直しの方向性について

・医師偏在指標

・医師少数スポット

・目標医師数

・産科・小児科医師偏在指標

３．新たな医師偏在指標の確定までの流れ

※都道府県担当者向け



目次

3

１．医師確保計画について

２．医師確保計画策定ガイドラインの見直しの方向性について

・医師偏在指標

・医師少数スポット

・目標医師数

・産科・小児科医師偏在指標

３．新たな医師偏在指標の確定までの流れ

※都道府県担当者向け



○ 外来医療に係る医療提供体制の確保に関する事項

○ 都道府県が、国の定める基本方針に即し、地域の実情に応じて、当該都道府県における医療提供体制の確保を図るために策定するもの。

○ 医療資源の地域的偏在の是正と医療施設の連携を推進するため、昭和60年の医療法改正により導入され、都道府県の二次医療圏ごとの病床
数の設定、病院の整備目標、医療従事者の確保等を記載。平成18年の医療法改正により、疾病・事業ごとの医療連携体制について記載されるこ
ととなり、平成26年の医療法改正により「地域医療構想」が記載されることとなった。その後、平成30年の医療法改正により、「医師確保計画」及び
「外来医療計画」が位置付けられることとなった。

医療計画について

・ 2025年の、高度急性期、急性期、回復期、慢性期の４機能ごとの医
療需要と将来の病床数の必要量等を推計。

○ 地域医療構想

記載事項（主なもの）

※ ５疾病･･･５つの疾病（がん、脳卒中、心筋梗塞等の心血管
疾患、糖尿病、精神疾患）。

６事業(＊）･･･５つの事業（救急医療、災害時における医療、
へき地の医療、周産期医療、小児医療（小児救急
医療を含む。）、新興感染症等）。

(＊）令和６年度からは、「新興感染症等の感染拡大時における医療」を追加。

○ ５疾病・６事業（※）及び在宅医療に関する事項

・ 疾病又は事業ごとの医療資源・医療連携等に関する現状を把握
し、課題の抽出、数値目標の設定、医療連携体制の構築のための
具体的な施策等の策定を行い、その進捗状況等を評価し、見直し
を行う（PDCAサイクルの推進）。

○ 医師の確保に関する事項

・ 三次・二次医療圏ごとに医師確保の方針、目標医師数、具体的な
施策等を定めた「医師確保計画」の策定（３年ごとに計画を見直し）

・ 産科、小児科については、政策医療の観点からも必要性が高く、診
療科と診療行為の対応も明らかにしやすいことから、個別に策定

○ 医療圏の設定、基準病床数の算定

・ 国の指針において、一定の人口規模及び一定の患者流入/流出
割合に基づく、二次医療圏の設定の考え方を明示し、見直しを促進。

・ 病院の病床及び診療所の病床の整備を図るべき地域的単位
として区分。

計画期間

○ ６年間 （現行の第７次医療計画の期間は2018年度～2023年度。中間年で必要な見直しを実施。）

５２医療圏（令和３年10月現在）

※都道府県ごとに１つ（北海道のみ６
医療圏）

【医療圏設定の考え方】
特殊な医療を提供する単位として設
定。 ただし、都道府県の区域が著しく
広いことその他特別な事情があるとき
は、当該都道府県の区域内に二以上
の区域を設定し、また、都道府県の境
界周辺の地域における医療の需給の
実情に応じ、二以上の都道府県にわた
る区域を設定することができる。

三次医療圏

【医療圏設定の考え方】
一般の入院に係る医療を提供することが相
当である単位として設定。その際、以下の社会
的条件を考慮。

・地理的条件等の自然的条件
・日常生活の需要の充足状況
・交通事情 等

３３５医療圏（令和３年10月現在）

二次医療圏

・ 外来医療機能に関する情報の可視化、協議の場の設置、医療機器
の共同利用等を定めた「外来医療計画」の策定
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『医師確保計画』（＝医療計画に記載する「医師の確保に関する事項」）の策定

医師確保計画を通じた医師偏在対策について

医師偏在指標の大小、将来の需給推計などを
踏まえ、地域ごとの医師確保の方針を策定。

・ 短期的に医師が不足する地域では、医師が多い地域
から医師を派遣し、医師を短期的に増やす方針とする

・中長期的に医師が不足する地域では、地域枠・地元
出身者枠の増員によって医師を増やす方針とする等

医師の確保の方針を踏まえ、目標医師数を達成
するための具体的な施策を策定する。

・ 大学医学部の地域枠を15人増員する

・ 地域医療対策協議会で、医師多数区域のA医療圏
から医師少数区域のB医療圏へ10人の医師を派遣
する調整を行う 等

医師の確保の方針 目標医師数を達成するための施策

(例)

医師の偏在の状況把握

* 2020年度からの最初の
医師確保計画のみ４年

（医療計画全体の見直
し時期と合わせるため）

国は、都道府県に医師確保計画として以下の内容を策定するよう、ガイドラインを通知。

都道府県による医師の配置調整のイメージ

（三次医療圏、二次医療圏ごとに策定）

医師多数区域・医師少数区域の設定

全国の335二次医療圏の医師偏在指標の値を一律に比較し、上位
の一定の割合を医師多数区域、下位の一定の割合を医師少数区
域とする基準を国が提示し、それに基づき都道府県が設定する。

医師偏在指標の算出

三次医療圏・二次医療圏ごとに、医師の偏在の状況を全国ベースで客
観的に示すために、地域ごとの医療ニーズや人口構成､医師の性年齢
構成等を踏まえた医師偏在指標の算定式を国が提示する。

・ 医療需要（ニーズ）及び
将来の人口・人口構成の変化

・ 患者の流出入等
・ へき地等の地理的条件

・ 医師の性別・年齢分布
・ 医師偏在の種別
（区域、診療科、入院／外来）

（例）

医師多数区域

医師少数区域

都道府県

医師が多い地域から少な
い地域に医師が配置され
るような取組を実施

可視化された客観的な
データに基づき、効果的な
施策立案を実施

３年*ごとに、都道府県において計画を見直し（PDCAサイクルの実施）

全国335医療圏

医師偏在指標

医療圏の順位 335位 334位 333位 ３位 ２位 １位

小 大下位33.3％
⇒医師少数区域

上位33.3％
⇒医師多数区域

・・・

背景
・ 人口10万人対医師数は、医師の偏在の状況を十分に反映した指標となっていない。
・ 都道府県が主体的・実効的に医師確保対策を行うことができる体制が十分に整っていない。

医師偏在指標で考慮すべき「５要素」

確保すべき医師の数の目標
（目標医師数）

（三次医療圏、二次医療圏ごとに策定）

医師確保計画策定時に、３年間の計画期間の終
了時点で確保すべき目標医師数を、医師偏在指
標を踏まえて算出する。
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地域医療構想及び医師確保計画に関するワーキンググループ

＜目的＞

⚫ 今後の人口減少・高齢化に伴う医療ニーズの質・量の変化や労働力人口の減少を見据え、質の高い医療を

効率的に提供できる体制を構築するため、地域医療構想及び医師確保計画を通じて、病床の機能の分化・

連携の取組と、地域の医療ニーズに応じた医師の適正な配置を一体的に進めていく必要がある。

⚫ 本ワーキンググループは、地域医療構想の推進及び令和６年度からの次期医師確保計画の策定に向けて必

要な事項について検討することを目的に開催するものである。

＜構成員＞

伊藤伸一 一般社団法人日本医療法人協会会長代行

猪口雄二 公益社団法人日本医師会副会長

今村知明 奈良県立医科大学教授

大屋祐輔 一般社団法人全国医学部長病院長会議理事

○尾形裕也 九州大学名誉教授

岡留健一郎 一般社団法人日本病院会副会長

小熊豊 公益社団法人全国自治体病院協議会会長

織田正道 公益社団法人全日本病院協会副会長

幸野庄司 健康保険組合連合会参与

櫻木章司 公益社団法人日本精神科病院協会常務理事

野原勝 全国衛生部長会

（○：座長）
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医療計画 新興感染症 地域医療構想 医師確保計画 外来医療計画

R３
[2021]

４～６月
外来機能報告等に関するWG開催

７～９月

10～12月
外来機能報告等に関する取りまとめ

１～３月

・総論（医療圏、基準病床数等）
・各論（５疾病、６事業、在宅等）
について各検討会等での
議論の報告

ガイドライン改正に向けた検討 ガイドライン改正に向けた検討

R４
[2022]

４～６月

７～９月

10～12月

報告書取りまとめ
（基本方針改正、医療計画作成指針等の改正等）

報告書取りまとめ
（ガイドライン改正等）

報告書取りまとめ
（ガイドライン改正等）

１～３月
基本方針改正（告示）
医療計画作成指針等の改正（通知）

ガイドライン改正（通知） ガイドライン改正（通知）

R５[2023]
第８次医療計画策定 次期医師確保計画策定 次期外来医療計画策定

R６[2024]
第８次医療計画開始 次期医師確保計画開始 次期外来医療計画開始

R７[2025]

医療部会（6/3）

第８次医療計画に向けた取組（全体イメージ）

国

都
道
府
県

感染症対策に関
する検討の場と
連携しつつ議論

地域医療構想及び医師確保計画に関するWG開催

地域医療構想の
推進

第８次医療計画等に関する検討会開催
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医師偏在指標の算出式

標準化医師数※１

地域の人口 ／ 10万 × 地域の標準化受療率比※２
医師偏在指標 ＝

（※１）標準化医師数 ＝ Σ 性年齢階級別医師数 ×
性年齢階級別平均労働時間

全医師の平均労働時間

（※２）地域の標準化受療率比 ＝
地域の期待受療率※３

全国の期待受療率

（※３）地域の期待受療率 ＝
Σ（全国の性年齢階級別調整受療率※４ × 地域の性年齢階級別人口）

地域の人口

（※４）全国の性年齢階級別調整受療率 ＝ 無床診療所医療医師需要度※５ × 全国の無床診療所受療率 ＋ 全国の入院受療率

（※５）無床診療所医療医師需要度 ＝
マクロ需給推計における外来医師需要／全国の無床診療所外来患者数※６

マクロ需給推計における入院医師需要／全国の入院患者数

（※６）全国の無床診療所外来患者数 ＝ 全国の外来患者数 ×
初診・再診・在宅医療算定回数［無床診療所］

初診・再診・在宅医療算定回数［有床診療所・無床診療所］
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マクロ需給推計において、外来医師需要は、無床診療所において外来医療を提供している医師需要を推計している



医師偏在指標に関する課題の整理
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医師偏在指標における論点

大学病院等から派遣される非常勤医師
等の勤務実態を考慮できないか

医師偏在指標の算出に用いる受療率は、
全国受療率と県別受療率のどちらを用
いるのが妥当か

医師偏在指標の算出に用いる受療率は、
平成29年患者調査と令和2年患者調査
のどちらを用いるのが妥当か

病院と診療所を区別した医師偏在指標
を算出できないか

地域毎の診療科別医師数の実態を示せ
ないか

医師偏在指標における対応

三師統計で従たる従事先を記載している医師につい
ては、その状況を加味し、主たる従事先では0.8人、
従たる従事先では0.2人として算出

次期医師偏在指標においても、前回と同様に全国受
療率を用いて算出

少なくとも新型コロナウイルス感染症の影響を受け
ていない平成29年の患者調査を用いて算出

一定の仮定の下で算出した勤務施設別医師偏在指標
を、地域の実情に応じた施策の検討に活用すること
ができるよう、全体の医師偏在指標の参考資料とし
て都道府県に提示

都道府県においては、既に公表されている三師統計
による診療科別医師数を踏まえつつ、必要な施策を
検討



・複数の医療機関に勤務する医師について、異なる二次医療圏へ派遣されている医師について三師統計から入手し、各医療圏ごとに、
「従たる従事先としている医師数」ー「主たる従事先としている医師数」を算出し、医師の移動状況を示す。

複数の医療機関に勤務する医師について

12

・大学病院等に勤務する医師が他の医療機関へ非常勤医師として派遣されている実態がある。
・現在の医師偏在指標では、主たる従事先のみを考慮しており従たる従事先は考慮できていない。
・二次医療圏を越えた派遣がある場合、医師偏在指標は派遣元医療圏では実態より大きく、派遣先医療圏では実態より小さくなっている。

課題

主たる従事先・従たる従事先による医師の医療圏移動状況

● 濃い赤色ほど従たる従事先に派遣している医師数が多い

⇒ 大学所在地の二次医療圏に多い傾向がみられる

● 濃い青色ほど従たる従事先として派遣された医師数が多い

⇒ 大学所在地の二次医療圏の周辺に多い傾向がみられる

（東京周辺拡大）



医師数の按分ルールの検討

三師統計では主たる従事先と従たる従事先について記載する項目があるが、複数の医療機関に勤務
する医師について、異なる二次医療圏へ派遣されている医師数は34,653人であった。

全体の代表値として比率の設定は可能

主たる従事先・従たる従事先の勤務日数を用いた按分が可能な医師（31,200人）で比率を算出

主たる従事先の比率

・平均値 0.805
・中央値 0.833
・最頻値 0.800

主たる従事先・従たる従事先について
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主たる従事先・従たる従事先の勤務日数の記載があるもの ⇒ 31,200人（ 90%）

主たる従事先・従たる従事先の勤務日数の合計が７日を超過 ⇒ 511人（1.5%）

主たる従事先・従たる従事先の勤務日数が不明 ⇒ 2,942人（8.5%）

異なる二次医療圏へ派遣されている医師 34,653 人の内訳

○ 大学病院等に勤務する医師の実態を考慮するため、これまでの主たる従事先のみを考慮した医師数ではなく、三
師統計で従たる従事先を記載している医師については、その状況を加味し、主たる従事先では0.8人、従たる従事先
では0.2人として算出する。
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2017年 都道府県別受療率比（対全国受療率）

出典：患者調査（2017年）、住民基本台帳（2018年1月1日時点）

人口10万対入院受療率比

人口10万対無床診療所外来受療率比

人口10万対調整受療率比

・現在の医師偏在指標の構成要素である2017年の受療率を、都道府県別に算出し全国受療率と比較。

・医師偏在指標に用いる調整受療率（P18 ※4参照）は都道府県差があり、入院受療率と相関が強い。
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受療率の推移
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・人口10万あたり入院受療率、一般診療所外来受療率をそれぞれ示す。

・2020年患者調査は、コロナ禍における調査であるため、受療率の低下が予想されていたところ、
入院受療率は低下している一方で、一般診療所外来受療率は上昇している。

出典：患者調査（※） 出典：患者調査（※）、住民基本台帳
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人口10万対入院受療率の推移 人口10万対一般診療所外来受療率の推移

（※）入院及び外来患者については、10月の３日間のうち医療施設ごとに定める１日で調査を行う。



（県別受療率または全国受療率）

○ 都道府県別受療率を用いた場合、受療率が高い都道府県で更に多くの医師を配置する必要性が生じることとなり、
地域偏在の解消が進まなくなる恐れがある。このため、現在の医療提供体制が維持できるよう十分配慮をした上で、
次期医師偏在指標においても、前回と同様に全国受療率を用いる。

見直しの方向性

医師偏在指標で用いる受療率について①
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（ 2017年調査 or 2020年調査）

○ 2020（令和2）年の患者調査は新型コロナウイルス感染症の影響を受けていると考えられる。今後の受療率の見
通しの予想は困難であり、現時点においては、少なくとも新型コロナウイルス感染症の影響を受けていない2017
（平成29）年の患者調査を用いて医師偏在指標を算出する。

医師偏在指標で用いる受療率について②
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医師少数区域・医師少数スポット、医師の確保の方針

• 医療法では、各種医師確保対策の対象として、「医師の確保を特に図るべき区域」という概念を設けている。

• 医師確保計画策定ガイドラインでは、「各都道府県において、医師偏在の状況等に応じた実効的な医師確保対策を
進められるよう、医師偏在指標を用いて医師少数区域及び医師多数区域を設定し、これらの区域分類に応じて具体
的な医師確保対策を実施することとする。医師少数区域及び医師多数区域は二次医療圏単位における分類を指すも
のであるが、都道府県間の医師偏在の是正に向け、これらの区域に加えて、厚生労働省は、医師少数都道府県及び
医師多数都道府県も同時に設定することとする。」と記載している。

• 同ガイドラインでは、「都道府県においては、必要に応じて二次医療圏よりも小さい単位の地域での施策を検討す
ることができるものとし、局所的に医師が少ない地域を「医師少数スポット」として定め、医師少数区域と同様に
取り扱うことができるものとする。」と記載している。

① キャリア形成プログラム
（地域枠医師等が対象期間の9年間以上のうち4年間以上を医師の確保を特に図るべき区域等の医療機関で就業）

② 医師少数区域経験認定医師制度
（医師少数区域等で６ヶ月以上の勤務した医師を認定しインセンティブを付与）

③ 地域医療介護総合確保基金の都道府県への配分の配慮 等

国が定めている定義

医師の確保を特に図るべき区域 ＝ 医師少数区域 ＋ 医師少数スポット

•設定した都道府県は26（55%）府県

•医師少数スポットの総数は313地域（令和２年）

医師少数区域以外から医師少数スポットを設定

医師少数区域・医師少数スポットに対する既存の施策

＜医師の確保の方針＞同ガイドラインでは、基本的な考え方として以下のとおり記載している

医師少数区域 ：他の医師多数区域からの医師の確保を行う
医師中程度区域：必要に応じて、他の医師多数区域からの医師の確保ができる
医師多数区域 ：二次医療圏外からの医師の確保を行わない

医師少数県 ：他の医師多数県からの医師の確保ができる
医師中程度県：医師少数区域が存在する場合には、必要に応じて、他の医師多

数県からの医師の確保ができる
医師多数県 ：他の都道府県からの医師の確保を行わない
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医師少数スポットについて

○ 医師少数スポットは、原則として市区町村単位で設定し、へき地や離島等においては、必要に応じて市区町村より
も小さい地区単位の設定も可能とし、医師少数スポットの設定の理由を医師確保計画に明記することにする。

○ 医師確保計画を策定する際は、これまで設定していた医師少数スポットについて、医師確保の状況等を踏まえ、設
定箇所の見直しを行う。

○ 都道府県の医師少数スポットに対する施策により、どの程度医師が確保されているか現状を把握できていないた

め、現時点では一定の基準の設定は困難であるが、 今年度から厚生労働省において、医師少数スポット等の医師

確保の実態について把握することとしており、結果を分析することにより設定基準を検討する。

見直しの方向性
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• 医師少数スポットの設定について、都道府県が任意の基準で設定しているため、一定の設定基準が必要ではないか。

• 市町村単位で設定することは賛成だが、人口の少ない市町村では、医師１人の配置により大きく人口対医師数が変
動するため、設定基準を策定する場合は留意が必要である。

• 医師少数スポットについては、現在のガイドラインでは、「二次医療圏より小さい単位での地域」との記載のみで

具体的な設定区域の記載がない。局所的に医師が少ない地域として定めるとの趣旨を踏まえ、原則として市区町村

単位で設定することとしてはどうか。また、へき地や離島等においては、必要に応じて市区町村よりも小さい地区

単位の設定も可能とすることにしてはどうか。あわせて、医師少数スポットを市区町村単位で設定しない場合、医

師確保計画に設定の理由を明記することにしてはどうか。

• 医師確保計画を策定する際は、これまで設定していた医師少数スポットについて、医師確保の状況等を踏まえ、設

定箇所の見直しを行うことにしてはどうか。

これまでに本ワーキングでいただいた主なご意見

これまでに本ワーキングに提示した論点
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目標医師数

• 計画終了時点の医師偏在指標の値が、計画開始時点の医師少数都道府県及び医師少数区域の基準値
（下位33.3％）に達することとなる医師数を目標医師数に設定する。

• 二次医療圏単位での目標医師数は、計画終了時点において、各医療圏で確保しておくべき医師の総数であり、
目標医師数と計画開始時の医師数との差が、追加的に確保が必要な医師の総数。

医
師
偏
在
指
標

医師少数区域
の基準値

⇒

目標医師数の達成のために
必要な医師を確保

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ Ｊ （医療圏）

目標医師数

二次医療圏の目標医師数の設定

医師偏在
指標

小 大

医師少数区域 医師多数区域

医師少数区域の基準値

（下位33.3％） （上位33.3％）

⇒

目標医師数

全国335医療圏

※ 医師少数区域以外の目標医師数は
都道府県において独自に設定する

地域の人口(計画開始時、10万人単位)

標準化医師数(計画開始時)

× 地域の標準化受療率比(計画開始時)
医師偏在指標(計画開始時) ＝

・医師少数区域を脱する医師偏在指標を基準とし、計画終了時にその基準に達するために必要な医師数を「目標医師数」として算出

・計画終了時の推計人口及び地域の標準化受療率比の算出にあたっては、国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」を用いる

目標医師数(計画終了時) ＝ 下位1/3の医師偏在指標(計画開始時) × 推計人口(計画終了時、10万人単位)

× 地域の標準化受療率比(計画終了時)
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国が定めている定義（ガイドライン）



二次医療圏における目標医師数の設定について

計画終了時点において計画開始時点の医師偏在指標を
維持するための医師数

計画開始時点の医師数

計画終了時点において計画開始時点の医師偏在指標を
維持するための医師数

計画開始時点の医師数

（注）現医師確保計画における医師数等を用いて分析したもの

計画終了時点で現在の医師偏在指標の下位1/3に達するのに
必要な医師数

計画開始時点の医師数

計画終了時点で現在の医師偏在指標の下位1/3に達するのに
必要な医師数

計画開始時点の医師数

●医師少数区域の場合

⇒目標医師数は、下位1/3に達するのに必要な医師数
（58医療圏）

医師少数区域における目標医師数は、「計画開始時点の医師数」と「計画終了時点で現在の医師偏在指標の下位1/3に達するのに必要な医師数」を比較して設定

⇒目標医師数は、計画開始時点の医師数以下
（54医療圏）

●医師少数区域以外の場合

医師少数区域以外における目標医師数は、高齢化や人口増加等に伴い医療需要が増加しても現状の医療提供体制が維持できるよう、「計画開始時点の医
師数」と新たに国が参考として示す「計画終了時点において計画開始時点の医師偏在指標を維持するための医師数」を比較して設定

⇒目標医師数は、計画開始時点の医師数以下
（179医療圏）

⇒目標医師数は、計画開始時点の医師偏在指標を維持する
ための医師数以下 （44医療圏※）
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※44医療圏の内訳：多数区域35区域、中程度区域9区域
これらの区域では計画開始時の偏在指標を維持するための医師数を上限として設定することも可能となるが、都道府県単位で医師が増加しないよう
調整する（次項）



目標医師数の設定例

医療圏 区分
計画開始時点
の医師数

下位1/3に達する
ための医師数

偏在指標を維持
するための医師数

設定上限数

A医療圏 多数区域 919 618 894 919

B医療圏 多数区域 563 331 527 563

C医療圏 中程度区域 655 517 629 655

D医療圏 多数区域 1,038 601 1,056 1,056

E医療圏 多数区域 122 75 100 122

小計 3,315

都道府県 区分
計画開始時点
の医師数

下位1/3に達する
ための医師数

X県 中程度県 3,297 2,838

・ 二次医療圏の設定上限数の積み上げが、都道府県の現医師数を上回る場合は、都道府県の計画開
始時点の医師数を超えない範囲で二次医療圏の目標医師数を設定する。

・ 地域の実情に応じた医療が提供される必要があることから、医療提供体制の維持を図りつつ、医
師の偏在を是正する観点から目標医師数の設定を行うこととする。

X県の各二次医療圏
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目標医師数

919以下

563以下

655以下

1,056以下

122以下

3,297以下

医師少数県以外は、目標医師数を既に達成しているものとして
取り扱う（現医師確保計画策定ガイドライン）

（注）現医師確保計画における医師数等を用いて分析したもの

設定例：A医療圏の目標医師数は、計画終了時に919人を越えないものとする
X県の目標医師数は、二次医療圏の合計が3,297人を越えないものとする



目標医師数について

○ 医師少数都道府県の目標医師数は、現ガイドラインに引き続き、計画期間終了時の医師偏在指標が、計画期間開始
時の全都道府県の医師偏在指標の下位１/３に相当する医師偏在指標に達するために必要な医師数とする。

○ 医師少数都道府県以外は、現ガイドラインに引き続き、目標医師数を既に達成しているものとして取り扱うが、下
記に記載する自県の二次医療圏の設定上限数の合計が、都道府県の計画開始時の医師数を上回る場合は、都道府県
の計画開始時の医師数を上回らない範囲で、各二次医療圏の目標医師数を設定する。

○ 医師少数区域の目標医師数は、現ガイドラインに引き続き、計画期間終了時の医師偏在指標の値が、計画期間開始
時の全二次医療圏の医師偏在指標の下位１/３に相当する医師偏在指標に達するために必要な医師数とする。ただ
し、計画期間開始時に既に下位１/３に達するために必要な医師数を達成している場合は、原則として、目標医師
数は計画開始時の医師数を設定上限数とする。

○ 医師少数区域以外の目標医師数は、原則として、計画開始時の医師数を設定上限数とする。ただし、今後の医療需
要の増加が見込まれる地域では、厚生労働省が参考として提示する「計画終了時に計画開始時の医師偏在指標を維
持するための医師数」を踏まえ、その数を設定上限数とする。

○ なお、地域で必要とされる医療が提供される必要があることから、医療提供体制の維持を考慮し、目標医師数の設
定を行う。
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見直しの方向性
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産科・小児科医師偏在指標について
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• 平成30年の産科医師偏在指標算出時には実際に分娩を取り扱っている医師を用いる事が望ましいという議論がされ

たが、当時は分娩を取り扱う医師数の把握ができていなかったため、三師調査による産科医師・産婦人科医師数で

代用することとなった。今般、平成30年三師統計より、分娩取扱い医師数を把握出来るようになったことから、次

期医師確保計画においては、産科医師偏在指標の算出において分娩取扱い医師数を用いて指標の精緻化を図っては

どうか。

• 今後産科医師偏在指標の算出において、算出式に用いる「産科・産婦人科医師数」を「分娩取扱医師数」に変更す
ることは適切であると考えられるが、算出式の項目の名称自体の変更もできないか。

○ 産科の医師偏在指標は、実際に分娩を取り扱う産科医師とすることが望ましいため、算出に用いる医師数は、現
行の「産科・産婦人科医師数」を「分娩取扱医師」と変更し、三師統計において過去2年以内に分娩の取扱いあ
りと回答した医師のうち、日常的に分娩を取り扱っていると考えられる産婦人科・産科・婦人科を主たる診療科
と回答した医師を用いる。また、名称を産科医師偏在指標から分娩取扱医師偏在指標と変更する。

○ 分娩取扱医師偏在指標・小児科医師偏在指標も医師偏在指標と同様に、三師統計で異なる医療圏の従たる従事先
を記載している医師については、その状況を加味し、主たる従事先では0.8人、従たる従事先では0.2人として算
出する。

見直しの方向性

これまでに本ワーキングでいただいた主なご意見

これまでに本ワーキングに提示した論点



分娩取扱医師・小児科医師偏在指標の算定式

分娩取扱医師偏在指標 ＝
分娩件数

標準化分娩取扱医師数

○分娩取扱医師数＝三師統計において過去2年以内に分娩の取扱いありと回答した医師
のうち、産婦人科・産科・婦人科を主たる診療科と回答した医師

○標準化分娩取扱医師数 = σ性年齢階級別医師数 ×
性年齢階級別平均労働時間

全医師の平均労働時間

（※２）

（※２） 医療施設調査の分娩数は9月中の分娩数であることから、人口動態調査の年間出生数を用い調整

÷ 1000件

（※１）

（※１）

小児科における医師偏在指標 ＝
地域の年少人口

標準化小児科医師数

× 地域の標準化受療率比（※１）÷ 10万

標準化小児科医師数 = σ性年齢階級別医師数 ×
性年齢階級別平均労働時間

全医師の平均労働時間

地域の標準化受療率比(※１) ＝ 地域の期待受療率（※２） ÷ 全国の期待受療率

Σ（全国の性年齢階級別受療率×地域の性年齢階級別年少人口）
地域の年少人口

地域の期待受療率(※２) ＝

27
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１．医師確保計画について

２．医師確保計画策定ガイドラインの見直しの方向性について

・医師偏在指標

・医師少数スポット

・目標医師数

・産科・小児科医師偏在指標

３．新たな医師偏在指標の確定までの流れ

※都道府県担当者向け



都道府県は、見直し後の二次医療圏間における患者の流
出入数を厚生労働省に報告する

医師偏在指標の作成手続

厚生労働省において、医師偏在指標の計算方法及び現医師偏在指標に用いている患者数の流出入に基づく
増減を反映した医師偏在指標（速報値）を都道府県に提供する

都道府県間及び二次医療圏間の患者の流出入の状況については、都道府県において、必要に応じて都道府
県間、都道府県内で医師偏在指標への見込みについて調整を行い、都道府県は、無床診療所における外来
患者数、病院・有床診療所における入院患者数に関する調整後の都道府県間及び二次医療圏間における患
者の流出入数を厚生労働省に報告する

厚生労働省において、流出入数やR4年医師の勤務実態調査の結果を踏まえ、再度、医師偏在指標（暫定
値）を算出し、都道府県に提供する（次期医師確保計画策定ガイドライン発出のタイミングで提供）

2022年
11月

2022年
12月

2023年
3月

第８次医療計画において、
二次医療圏の見直しを行わない

第８次医療計画において、
二次医療圏の見直しを行なう

医師偏在指標（暫定値）を
確定値とする

都道府県は、医療計画策定の際に、二次医療圏の見直し
については優先的に議論、先んじて国へ報告

2023年
9月まで

2023年度において都道府県が医療計画及び医師確保計画等を策定

厚生労働省において、当該二次医療圏に係る医師偏在指
標を再度算出し、確定する

報告次第
順次
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二次医療圏の見直しに係る医師偏在指標の算出

30

年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

都道
府県

厚生
労働省

二次医療圏の見直しに係る医師偏在指標の再算出の考え方

医師偏在指標（暫定
値）を都道府県に提供

新たな二次医療圏変更を踏まえた流出
入数を厚労省に報告（※）

医師偏在指標等の再算出、各種データ
の再集計

医師確保計画策定

完了

医師偏在指標の再算出のスケジュール

（※）この期間を短縮することで、早期に偏在指標の算定をすることは可能

次期医師確保計画

医師偏在指標
（暫定値） 小 大

α β
医師少数区域の閾値(※) 医師多数区域の閾値(※)

上位33.3％

A B
「A医療圏」：医師少数区域

「B医療圏」：医師中程度区域

C小 大 「C医療圏」：医師中程度区域

二次医療圏の見直し後においても、医師多数区域・少数区域の設定は、医師偏在指標の暫定値より計算した閾値（α及びβ）を用いる

※335医療圏における各区域の閾値（α及びβ）を計算する

第８次医療計画策定に伴い
二次医療圏の統合を行う

二次医療圏の見直しに係る医師多数区域・医師少数区域の設定イメージ

• 令和4年度末に、国が、次期医師確保計画策定ガイドラインとあわせて都道府県に提供する医師偏在指標（暫定値）より、上位及び下位

1/3の閾値を決定する。

• 二次医療圏を変更しない都道府県は、暫定値を確定値として取り扱い、次期医師確保計画を策定する。

• 二次医療圏を変更する都道府県は、下記のスケジュールに沿って、医師偏在指標の確定値の算定を行う。

• なお、見直し後の二次医療圏の区分は、暫定値より決定した上位1/3・下位1/3の閾値をもって決定する。

＜例＞

周産期医療圏・
小児医療圏も同様に設定

下位33.3％


